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納
税
義
務
者
は
４
月
１
日
の
所
有
者

　
納
税
通
知
書
に
は
、
４
月
１
日
現
在
の

登
録
内
容
が
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。
次
の

場
合
は
、
課
税
さ
れ
ま
す
。

・ 

４
月
２
日
以
降
に
廃
車
（
譲
渡
）
の
手

続
き
を
し
た
場
合

　�

１
年
分
課
税
（
月
割
は
あ
り
ま
せ
ん
）

・ 

変
更
・
廃
車
手
続
き
を
し
て
い
な
い
場

合
　�

１
年
分
課
税
。来
年
の
３
月
末
ま
で
に

手
続
き
を
し
な
い
と
、来
年
度
以
降
も

課
税
さ
れ
ま
す
。早
急
に
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

納
税
証
明
書

　
車
検
に
必
要
で
す
。
車
検
証
と
一
緒
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
の
納
税
証
明
書
は
、
６
月
８

日
㈪
に
発
送
し
ま
す
。

　
口
座
振
替
納
税
の
場
合
の
有
効
期
限

は
、
令
和
３
年
６
月
15
日
㈫
で
す
。

　
納
税
証
明
書
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
税

務
課
収
税
班
　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
９

　
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
を
発
送
し

ま
す
。

　
同
封
の
課
税
明
細
書
は
、
確
定
申
告
時

に
、
農
業
所
得
や
不
動
産
所
得
の
必
要
経

費（
租
税
公
課
）の
計
算
に
役
立
ち
ま
す
。

令
和
３
年
の
申
告
時
期
ま
で
保
管
さ
れ
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

家
の
税
金
が
高
く
な
る
場
合

　
納
税
通
知
書
を
発
送
後
、「
家
の
税
金

が
高
く
な
っ
た
」
と
い
う
問
合
せ
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
れ
は
、居
住
床
面
積
２
８
０
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
新
築
住
宅
の
場
合
に
、
居
住

用
部
分
の
床
面
積
１
２
０
平
方
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
税
額
を
、
２
分
の
１
に
減
額
す
る

特
例
が
３
年
間
（
長
期
優
良
住
宅
の
場
合

は
５
年
間
）
で
終
了
し
た
た
め
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
平
成
28
年
（
長
期
優
良
住

宅
の
場
合
は
平
成
26
年
）
に
新
築
し
た
住

宅
は
、
令
和
２
年
度
か
ら
通
常
の
税
額
で

課
税
さ
れ
ま
す
。

土
地
、
家
屋
を
売
っ
た
、
ま
た
は
取
壊
し

た
の
に
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

の
登
記
簿
上
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
売
買
契
約
が
終
了
し
て
も
、
新
し
い

所
有
者
が
登
記
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
、

前
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
１
月
２
日
以
降
に
取
り
壊
し
た
家
屋
も

１
年
間
課
税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
を
取
り
壊

し
た
場
合
は
、
税
務
課
資
産
税
班
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　
市
役
所
の
開
庁
時
間
内
に
来
庁
で
き
な

い
人
を
対
象
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
申
請
受
付
と
交
付
事
務
、
更
新
事
務
を

行
い
ま
す
。
９
月
か
ら
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

制
度
の
実
施
を
予
定
し
、
令
和
３
年
３
月

か
ら
健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用
を
開
始

し
ま
す
。

　
開
始
時
期
が
近
づ
く
と
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
交
付
申
請
が
混
み
合
う
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
申
請
か
ら
交
付
ま
で
通

常
１
か
月
半
程
か
か
り
ま
す
。
早
め
の
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

住
民
票
、
戸
籍
な
ど
の
事
務
は
行
い
ま

せ
ん

開
設
日
時

時
間
外
窓
口

・
午
後
５
時
15
分
～
７
時

・
５
月
20
日
㈬
、
６
月
17
日
㈬
、

　
７
月
15
日
㈬
、
８
月
19
日
㈬
、

　
９
月
16
日
㈬
、
10
月
21
日
㈬
、

　
11
月
18
日
㈬
、
12
月
16
日
㈬
、

　
令
和
３
年
１
月
20
日
㈬
、

　
２
月
17
日
㈬
、
３
月
17
日
㈬

日
曜
窓
口

・
午
前
８
時
30
分
～
正
午

・
５
月
24
日
、
６
月
28
日
、

　
７
月
12
日
、
８
月
23
日
、

　
９
月
27
日
、
10
月
25
日
、

　
11
月
29
日
、
12
月
13
日
、

　
令
和
３
年
１
月
24
日
、

　
２
月
28
日
、
３
月
28
日

※�

令
和
３
年
３
月
28
日
の
み
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分

受
付
窓
口
　
本
庁
舎�

総
合
窓
口

持 

ち
物
　
通
知
カ
ー
ド
（
紛
失
の
場
合
不

要
）、
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類
１

点
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
身
体
障
害

者
手
帳
な
ど
）、
そ
の
他
の
本
人
が
確

認
で
き
る
書
類
１
点
（
保
険
証
、
年
金

手
帳
な
ど
）、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
所
有
者
の
み
）、
印
鑑

※�

顔
写
真
は
、
窓
口
で
無
料
撮
影
し
ま
す

軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
を

５
月
15
日
㈮
に
発
送

［
納
期
限
は
６
月
１
日
㈪
］

【
問
合
せ
】
税
務
課 

市
民
税
係

☎
７
７
３
‐
６
６
６
８

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
を

５
月
15
日
㈮
に
発
送

【
問
合
せ
】
税
務
課 

資
産
税
班

☎
７
７
３
‐
６
６
６
８

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
交
付

の
た
め
の
時
間
外
窓
口
、
日
曜
窓

口
を
開
設

【
問
合
せ
】
市
民
課 

市
民
班

☎
７
７
３
‐
６
６
６
１
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